
大和郡山 防災ニュース ４．４月

このニュースは、市内で防災に関わる住民の皆さんに、様々な取組や
防災情報を提供します。

郡山第四地区避難訓練が行われました！
去る３月２０日、郡山南小学校において、

郡山第四地区自治連合会(高田口一～三区､東
矢田町通､西高田､東高田一､二区､材木町､小林
住宅､郡山駅前団地､ヴィルヌーブ郡山､プレス
テ七番館､ローレルコート郡山各自治会合計約
1800世帯)と消防団の共催で避難訓練が行わ
れ､住民約１５３名､消防団２４名に加え､郡山
警察署からも５名の応援参加をいただきまし シェイクアウトの訓練

た。訓練は､当日朝９時３０分に地震が発生した想定で参加住民は概ね
自治会毎に集団で避難して来られ､１０時に同自治連合会の西村会長と
消防団池下副団長から挨拶の後、参加者は消防団第一､第二､第五分団
による消火器使用訓練、市職員による防災ミニ講座受講､仮設トイレ､
パーテーション､自動膨張マット､畳ロールなどの避難所用品の見学を
行いました。フィナーレは加藤第五分団長からの講評の後､消防団によ
る放水披露が行われ、参加者から大きな拍手がありました。ところで､
この訓練の発端は地元の消防分団からの｢以前は消防団と地元自治会と
の防災訓練をしていたことがあり、ぜひ再興したい。｣との申出でした。

消防団は｢防災のつどい｣において｢各消防分団は自
治連合会や校区単位での防災連携に努める｣と表明
しています。自治会の皆さんもこの申出に対し､ご
相談を重ねていただき訓練実施の運びとなりまし
た。市では､災害時に備えて､安否確認や安全な避
難のために自治会で計画を立てていただくようお
願いしています。今回の訓練がその一歩になれば

消火器使用訓練 と存じます。

市指定避難所の運営はその避難所を使う地域全体の課題になります！
なお､小学校などにおける避難所の運営は、いざという時その避難所

を使う地域全体で一緒に考えていただく必要がございます。このため
平成３０年に筒井小学校､翌令和元年には治道小学校で市主催防災訓練
を実施し地域全体で避難所開設運営について考える機会とし、地区独
自の避難所運営マニュアルをつくりました。今後も毎年各地区でこの
ような訓練を行う予定です。今回､避難訓練を行った郡山第四地区は郡
山南小学校区内の一部の地域にあたりますので､避難所開設運営訓練や
マニュアルづくりについてはさらに校区全体のご意見を集約すること
が必要になってまいります。

燃焼行為が原因の火災が多発しています。「野焼き」は原則禁止です！
大和郡山市内では焼却行為からの火災が令和３年中に12件､令和４年



に入り２件発生しています。（令和４年２月末現在）
３月から４月にかけては本市で最も空気が乾燥した時

期で枯葉や枯草等に火が着きやすい状況は梅雨前まで続
きます。屋外での火の取り扱いには十分注意しましょう。
なお｢野焼き｣は原則禁止です。営農でやむを得ず行う

焼却やたき火など軽微なものであっても事前に届出書を
消防署に提出する必要があります。この場合も消火用具
を焼却前に確実に準備し｢焼却行為中はその場を離れない｣｢一度に多量
の焼却はしない｣｢最後は火が完全に消えたことを確認｣してください。
また、乾燥注意報発表時や強風時は焼却行為をやめましょう。

「みんなで作ろう！防災食」シリーズ（４）
～切り干し大根はつかえるぞ！～
※今月号は、切り干し大根のイメージが変わりそうな２品！ジュースを合わ
せたお味はどんなのかな？

※「みんなで作ろう！防災食」の掲載は、奈良佐保短期大学のご協力
をいただいています。

自治会などの防災出前講座依頼も受付中！
少人数でも訪問します。市民安全課までご相談ください
このニュースは､市民安全課､市内の各支所､矢田コミュニティ会館､
南部公民館で配布しています また､市のＨＰでもご覧になれます

大和郡山防災ニュース ⇗ 検索
消防団のニュースは､『大和郡山市消防団へようこそ！』をご覧ください
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